
平成２０年３月１９日
内閣府（防災担当）
気 象 庁

火山情報等に対応した火山防災対策検討会報告書
「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」の公表について

内閣府では、火山防災体制の強化を図るため、学識者及び関係行政機関からなる
「火山情報等に対応した火山防災対策検討会」（座長 田中淳 東洋大学教授）を開

あつし

催し、検討を進めてきたところです。

平成 18年 11月の第１回開催以来、９回の検討会を経て、この度「噴火時等の避難
に係る火山防災体制の指針」が取りまとまりました。

本日、この指針は、本検討会の田中座長から泉内閣府特命担当大臣（防災担当）に
対し報告が行われました。指針及びその概要等は添付資料のとおりです。

本指針を受けて、内閣府、消防庁、国土交通省砂防部、気象庁等では、都道府県、
市町村等と協力して、協議会等の設置を促進する等火山防災対策の強化を図っていき
ます。

市町村等の火山防災対策の立案等の支援に当たるため、各地方公共団体等で火山防
災対策の主導的な役割を担った経験のある実務者等を「火山防災エキスパート（仮
称）」として派遣する体制を整えることとしております。
また、検討会のメンバーには、定期的に火山防災対策の実施状況などを報告し、必

要な助言を頂く予定です。

＜問い合わせ先＞
内閣府防災担当 地震・火山対策担当参事官 池内 幸司

同企画官 尾本 和彦
同参事官補佐 佐藤 豊

連絡先：TEL：03-3501-5693（直通） FAX：03-3501-5199

気象庁地震火山部火山課長 横田 崇
同火山対策官 北川 貞之
同課長補佐 青木 元

連絡先：TEL：03-3212-8341（内線 4532） FAX：03-3212-3648
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・より適確に「噴火警報」等を発表するため、関係機関は連携体制を強
化し、観測点の整備、観測機器の充実等観測監視体制を充実する。
・噴火時等における火山活動の情報収集体制の強化が必要
・噴火メカニズムの解明、噴火の前兆現象の把握手法の開発等のた
め、調査研究体制の一層の充実が必要

噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針（概要）

①気象庁が発表する情報は、避難の判断等具体的な防災対応との関連を明確化する必要がある。
②地方公共団体は、気象庁が発表する情報と、住民等の避難行動の開始時期、避難対象地域等をリンクさせた具体的な避難計画等を策定
する必要がある。
③噴火の影響が広範囲に及ぶ場合に備えて、広域的な避難を実施することができるように、市町村等の連携体制を構築する必要がある。

課題の整理

火山の活動度を、避難、避難準備及び入山規制等の具体
的な防災行動に結びつくよう区分し、各レベルにキーワード
（「避難」、「避難準備」等）を設定

観測監視・調査研究体制の充実・支援

「気象庁が発表する火山情報の改善」と「住民等の避難体制の構築」を車の両輪として、火山防災体制の充実・強化を図る。

検討会の目的

気象庁が発表する火山情報の改善

気象業務法を改正し、気象庁が発表する火山情報を、重大
な災害の起こるおそれのある旨を警告する予報として発表

噴火警報と噴火警戒レベルの対応関係 ○迅速な状況把握
・ヘリコプターによる
調査

・映像の配信
○住民からの通報
○コアグループにおける
情報の集約

○観測網整備
○観測技術の精度
向上

○多岐にわたる関係
機関の連携確保

平常時からの
観測監視

データの共有

気象庁

独立行政法人
研究機関等

国立大学法人砂防部局

県、市町村

異常時等の
情報収集

調査研究体制の充実
○噴火メカニズムの解明
○噴火の前兆現象の把握手法の開発

噴火警報等の活用

噴火警戒レベルの導入

レベル

レベル５

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

キーワード

避難

避難準備

入山規制

火口周辺規制

平常

対象範囲

居住地域及びそれより火口側

火口から居住地域近くまでの
広い範囲の火口周辺

火口から少し離れた所までの火口周辺

火口内等

警報等の呼び方

噴火警報

火口周辺警報

噴火予報
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・市町村、都道府県、国の地方支分部局、予知連委員、警察、消防、
自衛隊等が構成員となる「協議会等」を設置する。
・市町村の境界を越えた避難に備え広域的な防災体制を構築
・市町村、都道府県、気象台、砂防部局、予知連委員等が「コアグル
ープ」を形成し、中心的メンバーとして、協議会等の活動を主導する。

・噴火時に発生するおそれのある火山現象（噴石、火砕流、融雪型火山泥流等）を想定して噴火
シナリオを作成するとともに、危険な範囲等を記載した火山ハザードマップを作成
・噴火シナリオと火山ハザードマップに基づき、避難対象地域、避難時期、避難経路、避難場所、
登山規制範囲等及びそれらと噴火警戒レベルとの関係を検討し、避難計画を策定
・避難計画では、避難指示等の発令基準（時期や避難対象地域）をあらかじめ定める。
レベル４（避難準備）で災害時要援護者の避難を開始
レベル５（避難）で一般住民に対し避難指示等を発令

・国の現地対策本部等と都道府県・市町村の災害対策本部等に、警
察、消防、自衛隊、指定地方公共機関、予知連委員等火山専門家等
を構成員に加えた「合同対策本部等」を立ち上げる。
・市町村、都道府県、気象台、砂防部局、予知連委員等火山専門家
等と、国から派遣される職員等が主要メンバーとなって、避難対象範
囲及び避難時期等を提案
・避難所の開設及び避難住民の受入れ、輸送手段の確保、広域的
な交通規制の実施等住民避難のオペレーションを行う。
・沈静時には避難解除のタイミングを検討する。

・火山防災マップの配布や火山防災
マップを活用した訓練、学校や地域
における防災教育等を実施する。

協議会等の設置（平常時等の体制） 合同対策本部等の設置（噴火時等の異常発生時の体制）

住民等への啓発

・国は、地方公共団体の取り組み状況を取りまとめ、情報提供を行うこと等を
通じて、地方公共団体の火山防災対策の改善を支援する。
・国は、全国の火山に関係する都道府県及び市町村との間で連絡会議を開
催し、情報交換を活発化する。

火山防災体制構築のフォローアップ

円滑な本部運営のための体制

○合同対策本部等の設置場所の指定
○通信機器の整備
○テレビ会議システム等同時に意思疎通可能なシステムの導入
○観測データ、画像等の噴火に関する情報を共有するための情
報通信システムの導入

具体的で実践的な避難計画の策定

・市町村等の火山防災対策の立案等の支援に当たるため、
各地方公共団体等で火山防災の主導的な役割を担った
経験のある実務者等を「火山防災エキスパート（仮称）」と
して派遣する体制を整える。

火山防災エキスパート（仮称）による支援等

桜島爆発噴火災害対策連絡会議桜島爆発噴火災害対策連絡会議（協議会等）

国分陸上自衛隊

鹿児島農政事務所

垂水市

霧島市

姶良町

加治木町

鹿屋海上自衛隊

鹿児島運輸支局

第十管区海上保安本部

鹿児島市消防局

姶良郡西部消防組合

日本赤十字鹿児島支部

ＮＴＴ西日本鹿児島支店

九州電力鹿児島支店

鹿児島大学

垂水市消防局

霧島市消防局

鹿児島県警察本部
桜島火山防災連絡会（コアグループ）

鹿児島県

鹿児島市

鹿児島地方気象台

大隅河川国道事務所（砂防事務所）

京都大学火山活動研究センター

協議会等及びコアグループの例


